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金沢地裁保管判決原本閲覧陳述書

本陳述書は、平成20年6月3日、原告小林、諏訪両名が金沢地裁に赴き、金沢地裁昭和

41年1月28日判決、金沢地裁保管原本を閲覧した際の陳述書である。判決原本最終頁

に、下記のとうりの判決の顛末が記載されていたが、担当書記官より、閲覧のみで謄写は

出来ないとの指示があったので、これを陳述書としたものである。

金沢地裁昭和41年1月28日判決、金沢地裁保管原本末尾記載事項

昭和41年1月28日送達・原告

昭和41年1月28日送達・被告

昭和　四一年　（行コ）第1号

昭和　四壱年　五月　拾弐日　　訴取下（ゴム印）


